
１．地域・地区 ２．管理者について

屋外広告士 建築士（ １級 ・ ２級 ）

電気工事士（ 第１種 ・ 第２種 ） 電気主任技術者

屋外広告物点検技能講習修了者 広告美術仕上げ技能士

広告美術科職業訓練課程修了者

３．その他関係法令による手続き

建築基準法第88条に 要　

よる工作物確認 済　（　　　　　　年　　　月　　　日 （確認番号：　　　　　　　　　） ）

申請中　（　　　　　　年　　　月　　　日 申請（受付番号：　　　　　　　　　） ）

申請予定　（　　　　　　年　　　月　　　日 予定 ）

※下見印 （ 申請時 ／ 後日 ／　　　　　　年　　　月　　　日 済 ）

未実施 不明

不要

要　※屋外広告物許可申請と同時に申請すること

不要

４．防火地域における不燃材料使用

建築基準法第64条に 要     ( 使用 不使用 )

よる不燃材料の使用 不要

５．照明について

有り

ネオン 外照（敷地外へ出さないこと）

内照 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

無し

屋外広告物許可申請チェックリスト（１／２）

用途地域

中高層住居専用地域（ 第一種 ・ 第二種 ）

工作物確認
　　　　「要」の場合
（高さ４ｍを超える
　　　　　　工作物）

有資格者

住居地域（ 第一種 ・ 第二種 ）

準住居地域

上記以外 ネオン工事に係る特種電気工事資格者

防火地域 該当

屋外広告物条例

広告物景観形成地区（ 長堀通 ・ 大川 ） 広告美術科職業訓練指導員

事前協議済

工作物確認
　　「不要」の場合

有資格者…上記の資格名にチェックしてください

屋外広告物ガイドプラン（地区名：　　　　　　　　　　　　） 近畿圏内の設置者

新幹線沿線 近畿圏内の管理可能な者

掲出禁止区域外（鉄道路線用地から300ｍを超す）

阪神高速道路沿線

掲出禁止区域外（ 路面下 ・ 路面高15ｍを超す ）

大川風致地区内

掲出禁止区域外

高度利用地区（地区名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事前協議済

照明の有無

特定街区（地区名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事前協議済

都市再生特別地区（地区名：　　　　　　　　　　　　　　　）

事前協議済

風致地区（地区名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事前協議済

臨港地区内まちづくり要綱【港湾局】

上記非該当

上記非該当

都市計画

地区計画（地区名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

景観形成

大阪市景観計画重点届出区域（地区名：　　　　　　　　　　）

事前協議済

御堂筋デザインガイドライン

事前協議済

上記非該当

事前協議済

道路占用許可
事前協議済

＊備考＊

該当箇所にチェック をし、かっこ内（ ）は記入すること。

事前協議が必要なものについては、申請時に協議済が確認できる書面の写しを添付すること。

ホームページにて、屋外広告物申請に関する情報を掲載しております。

屋外広告物のしおり、申請書記載例等

大阪市トップページ＞産業・ビジネス＞手続き・届出＞道路の手続き＞屋外広告物、道路占用、特殊

車両＞屋外広告物の許可申請等について

申請書類、書き方、関係法令等

大阪市トップページ＞産業・ビジネス＞手続き・届出＞道路の手続き＞屋外広告物、道路占用、

特殊車両＞屋外広告物の申請に必要な書類・書き方等について

建築基準法（不燃材料含む）関係

大阪市トップページ＞産業・ビジネス＞手続き・届出＞建築の手続き・届出＞建築基準法の手続き

＞広告物の設置について（建築基準法に関するお知らせ）



●許可基準Ａ【重点届出区域（国道２号地区を除く）】●

建築物の高さ10ｍ以下の部分は、取付壁面積の１／10以下

非自家用広告物 建築物の高さ10ｍを超える部分は、取付壁面積の１／10以下

　　　屋上塔 建築物の高さが20ｍ以上の場合、４ｍ以下※１ 　　　突出看板 取付壁面の高さを超えない 左記の対象外

建築物の高さが20ｍ未満の場合、建築物の高さの1/5以下※１ 道路占用許可要の場合、許可基準適合

文字の大きさは、１文字につき縦横それぞれ２ｍ以内

ロゴマークの大きさは、１つにつき縦横それぞれ３ｍ以内

屋上側端から後退 建築物は非木造

　　　屋上板 建築物の高さが20ｍ以上の場合、４ｍ以下 ●許可基準Ｂ【重点届出区域以外の区域及び国道２号地区】●

建築物の高さが20ｍ未満の場合、建築物の高さの１／５以下 自家用広告物（表示面積７㎡以下は適用除外となり申請不要）

文字の大きさは、１文字につき縦横それぞれ２ｍ以内 非自家用広告物

ロゴマークの大きさは、１つにつき縦横それぞれ３ｍ以内 　　　屋上塔 建築物高さの２／３以下

屋上側端から後退 建築物は非木造 屋上側端から後退

　　　地上塔 高さ10ｍ以下 　　　屋上板 建築物高さの２／３以下 建築物は非木造

表示面積は、１面あたり５㎡以下 屋上側端から後退 建築物は非木造

敷地内に設置するすべての地上塔・地上板の表示面積の 　　　地上塔 高さ基準適合（ 住居地域等10ｍ以下 ・ その他20ｍ以下 ）

総計は10㎡以下※２ ＊住居地域等：住居専用地域、住居地域、準住居地域

　　　地上板 高さ５ｍ以下 道路占用許可要の場合、許可基準適合

表示面積は、１面あたり５㎡以下 　　　地上板 高さ５ｍ以下

敷地内に設置するすべての地上塔・地上板の表示面積の 　　　壁面板 取付壁面の面積の１／３以下 壁面端からの突出なし

総計は10㎡以下※２ 窓又は開口部をふさがない

　　　壁面板 表示面積の合計は、50㎡以下 壁面端からの突出なし 　　　突出看板 取付壁面の高さを超えない 左記の対象外

窓又は開口部をふさがない 　　　左記について支障なし確認済 道路占用許可要の場合、許可基準適合

※本市記入欄 □有資格管理者（３年以内）

□上記以外（２年以内）

取付壁面の面積の１／10以下 □変更申請（№　　　　　　　　）

□実調・既設（１年以内）

御堂筋地区（長堀通以南）・堺筋地区（長堀通以南） □その他（　　　　　　　　　　　）

建築物の高さ10ｍ以下の部分は、取付壁面積の１／３以下 補正事項完了確認日

建築物の高さ10ｍを超える部分は、取付壁面積の１／10以下

区域の別

屋外広告物許可申請チェックリスト（２／２）

重点届出区域（国道２号地区を除く）…「許可基準Ａ」へ 重点届出区域のうち

重点届出区域以外の区域及び国道２号地区…「許可基準Ｂ」へ 中之島地区、中之島地区に面する面、土佐堀通地区の谷町筋

・御堂筋間及び四つ橋筋・なにわ筋間の北側敷地並びに御堂筋

御堂筋地区（大阪駅前～土佐堀通）、堺筋地区（土佐堀通～

長堀通）、四つ橋筋地区、なにわ筋地区、土佐堀通地区

重点届出区域のうち

・四つ橋筋間の南側敷地の建築物の北面

左記について支障なし確認済

自家用／
　非自家用の別

自家用広告物（表示面積７㎡以下は適用除外となり申請不要）

（※１）設備機器を隠すもの、又は塔屋の高さに揃えるものなど、景観形成に資するものについては緩和（ただし、原則６ｍ
以内）することができる。ただし、大阪市都市景観条例に基づく事前協議で設置を認められたものに限り認めるものとす
る。
（※２）敷地面積が1,000㎡を超える場合は、敷地面積の100分の１以内

自家用／
　非自家用の別

重点届出区域のうち


